
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号

農
業
災
害
補
償
法
施
行
令

第
一
条
　
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
特
定
組
合
（
法
第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
の
特
定
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
組
合
等
（
法
第
十
二
条
第
三
項
の
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
、
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故

等
に
よ
る
種
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
し
て
得
た
金
額
（
以
下
「
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
中
そ
の
組
合
員
等
（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
負
担
に
係
る
部
分
の
当
該
組

合
等
に
よ
る
徴
収
の
状
況
に
よ
り
、
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
の
う
ち
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
た
る
す
べ
て

の
組
合
等
（
そ
の
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
組
合
等
に
係
る
再
保
険
料
相
当
金
額
（
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に

よ
る
種
別
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
に
、
当
該
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
農

作
物
異
常
部
分
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
た
る
す
べ
て
の
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
農
作
物
異
常
部
分
保
険
料

の
合
計
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
組
合
等
に
限
る
。
）
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
共
済

掛
金
の
合
計
金
額
の
総
計
中
こ
れ
ら
の
組
合
等
の
組
合
員
等
の
負
担
に
係
る
部
分
の
こ
れ
ら
の
組
合
等
に
よ
る
徴
収
の
状
況
に
よ
り
、
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
の
う
ち
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
農
林
水
産

大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
組
合
等
が
そ
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
に
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額

二
　
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
組
合
等
に
係
る
再
保
険
料
相
当
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
（
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
が
、
当
該
組
合
等
が
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
に
支
払
う
べ
き

当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当
該
組
合
等
に
係
る
再
保
険
料
相
当
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
差
し
引
い
て
得
た
金

額
に
相
当
す
る
金
額
）

三
　
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
組
合
等
に
係
る
再
保
険
料
相
当
金
額
（
そ
の
金
額
が
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
に
相
当
す

る
金
額
）

特
定
組
合
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
は
、
特
定
組
合
ご
と
、
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
し
て
得
た
金
額
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
組
合
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共

済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
中
そ
の
組
合
員
の
負
担
に
係
る
部
分
の
当
該
特
定
組
合
に
よ
る
徴
収
の
状
況
に
よ
り
、
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
の
う
ち
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、

毎
年
度
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
特
定
組
合
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
超

え
る
部
分
の
金
額

二
　
当
該
特
定
組
合
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
が
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ

の
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）

第
一
条
の
二
　
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
特
定
組
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
組
合
等
ご
と
、
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
収
穫
共
済
区
分
（
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の
収
穫
共
済
区
分
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
し
て
得
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
中
そ
の
組
合
員
等
の
負
担
に
係
る
部
分
の
当
該
組
合
等
に
よ
る
徴
収
の
状
況
に
よ
り
、
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
の
う
ち
第
二
号
に

掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
た
る
す
べ
て
の
組
合
等
（
そ
の
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政

府
に
支
払
う
べ
き
そ
の
組
合
等
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
組
合
等
に
限
る
。
）
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
の
総
計
中
こ
れ
ら
の
組
合
等
の
組
合
員
等
の
負
担
に

係
る
部
分
の
こ
れ
ら
の
組
合
等
に
よ
る
徴
収
の
状
況
に
よ
り
、
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
の
う
ち
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
組
合
等
が
そ
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
に
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
る
部
分

の
金
額

二
　
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
が
、
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け

る
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
（
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
が
、
当
該
組
合
等
が
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
に
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当
該
農
業
共
済
組

合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
差
し
引
い
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）

三
　
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
組
合
等
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
収
穫
共
済
区
分
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
が
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）

特
定
組
合
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
に
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
収
穫
共
済
区
分
」

と
、
「
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
組
合
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
特
定
組
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
、
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
収
穫
共
済
区
分
（
法
第
百
二
十
二

条
第
三
項
の
収
穫
共
済
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
共
済
目
的
の
種
類
」
と
、
「
収
穫
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
樹
体
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
、
「
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及

び
収
穫
共
済
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
共
済
目
的
の
種
類
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

1



特
定
組
合
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
に
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
、
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
共
済
目
的
の
種
類
」
と
、
「
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
組
合
樹
体
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
、
「
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
共
済
目
的
の
種
類
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
三
　
法
第
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
特
定
組
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
組
合
等
ご
と
及
び
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
（
法
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご

と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
し
て
得
た
金
額
（
以
下
「
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連

合
会
の
組
合
員
た
る
す
べ
て
の
組
合
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
の
総
計
中
こ
れ
ら
の
組
合
等
の
組
合
員
等
の
負
担
に
係
る
部
分
の
こ
れ
ら
の
組
合
等
に
よ
る
徴
収
の
状
況
に
よ
り
、
畑
作
物

交
付
対
象
負
担
金
額
の
う
ち
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
た
る
す
べ
て
の
組
合
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
の
合
計
金
額
（
以
下
「
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
合
計
額
」
と
い
う
。
）

が
、
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
に
、
当
該
組
合
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険

区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
の
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
合
計
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

二
　
当
該
組
合
等
の
属
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
政
府
に
支
払
う
べ
き
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
に
、
当
該
組
合
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担

金
額
の
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
合
計
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
再
保
険
料
に
相
当
す
る
金
額
が
、
当
該
農
業
共
済

組
合
連
合
会
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
組
合
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
に
係
る
畑
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）

特
定
組
合
に
係
る
法
第
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
に
は
、
第
一
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
、
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
畑
作
物
共
済
保
険
区
分
（
法
第
百
四
十
一
条
の
四
第
四
項
の
畑
作
物
共
済
保
険
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
特
定
組
合
農
作
物
交
付
対
象
負
担
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
組
合
畑
作
物
交
付

対
象
負
担
金
額
」
と
、
「
当
該
共
済
目
的
の
種
類
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
事
故
等
に
よ
る
種
別
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
畑
作
物
共
済
保
険
区
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
四
　
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
国
庫
が
負
担
す
る
事
務
費
は
、
役
職
員
（
共
済
事
業
を
行
な
う
市
町
村
（
法
第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
の
共
済
事
業
を
行
な
う
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
共
済
事
業
に

関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
）
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
、
事
務
所
費
、
会
議
費
そ
の
他
組
合
等
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
行
な
う
共
済
事
業
及
び
保
険
事
業
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
必
要
な
費
用
と
す
る
。

第
一
条
の
五
　
法
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
同
項
た
だ
し
書
の
業
務
の
規
模
の
基
準
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
農
作
物
ご
と
の
耕
作
面
積
に
つ
い
て
の
基
準
と
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
農
作
物
の
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
稲
　
二
十
ア
ー
ル
を
下
ら
ず
四
十
ア
ー
ル
を
超
え
な
い
面
積
（
北
海
道
に
お
い
て
は
、
三
十
ア
ー
ル
を
下
ら
ず
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
な
い
面
積
）

二
　
陸
稲
　
十
ア
ー
ル
を
下
ら
ず
三
十
ア
ー
ル
を
超
え
な
い
面
積
（
北
海
道
に
お
い
て
は
、
三
十
ア
ー
ル
を
下
ら
ず
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
な
い
面
積
）

三
　
麦
　
十
ア
ー
ル
を
下
ら
ず
三
十
ア
ー
ル
を
超
え
な
い
面
積
（
北
海
道
に
お
い
て
は
、
四
十
ア
ー
ル
を
下
ら
ず
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
な
い
面
積
）

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
基
準
を
定
め
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
六
　
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
組
合
員
に
対
し
て
二
個
以
上
の
議
決
権
及
び
役
員
の
選
挙
権
を
与
え
る
と
き
は
、
組
合
員
の
組
合
員
等
の
数
に
応
じ
て
与
え
る
議
決
権
及
び
役
員
の

選
挙
権
の
総
数
は
、
組
合
員
に
平
等
に
与
え
る
議
決
権
及
び
役
員
の
選
挙
権
の
総
数
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
七
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
農
作
物
は
、
さ
と
う
き
び
と
す
る
。

第
一
条
の
八
　
法
第
八
十
五
条
第
二
項
（
法
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
相
当
の
事
由
は
、
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
の
う
ち
、
組
合
等
が
そ
の
農
作
物
共
済
に
お
い
て
共
済
目
的

の
種
類
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
が
備
わ
つ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
当
該
組
合
等
の
区
域
（
農
業
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
域
、
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
つ
て
は
そ
の
共
済
事
業
の
実
施
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
住
所
を
有
す
る
農
業
者
及
び
法
第
十
六
条

第
一
項
の
農
作
物
共
済
資
格
団
体
で
そ
の
構
成
員
の
す
べ
て
が
当
該
組
合
等
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
農
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
総
体
的
に
み
て
、
こ
れ
ら
の
農
業
者
の
農
家
経
済

の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
い
て
の
耕
作
の
業
務
に
係
る
農
業
所
得
に
依
存
す
る
程
度
が
相
当
低
位
で
あ
り
、
当
該
種
類
を
当
該
組
合
等
の
農
作
物
共
済
に
お
い
て
共
済
目
的
の
種
類
と
し
な
い
こ
と
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
る

当
該
農
業
者
の
農
家
経
済
へ
の
影
響
が
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
農
業
者
の
当
該
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
い
て
の
耕
作
の
業
務
の
総
体
と
し
て
の
規
模
か
ら
み
て
、
当
該
共
済
目
的
の
種
類
を
そ
の
農
作
物
共
済
に
お
い
て
共
済
目
的
の
種
類
と
す
る
と
し
て
も
、
当
該
共
済
目
的
の
種
類
に
係
る

農
作
物
共
済
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
又
は
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
二
条
　
法
第
八
十
五
条
第
四
項
（
法
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
病
虫
害
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
い
ね
し
ら
は
が
れ
病
菌
に
よ
る
病
害

二
　
い
ね
お
う
か
い
し
ゆ
く
病
菌
に
よ
る
病
害

三
　
そ
の
他
そ
の
防
止
の
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
水
稲
に
係
る
病
虫
害
で
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

第
二
条
の
二
　
法
第
八
十
五
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
（
法
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
相
当
の
事
由
は
、
家
畜
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
の
う
ち
、
組
合
等
が
そ
の
家

畜
共
済
に
お
い
て
共
済
目
的
の
種
類
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
に
つ
き
、
家
畜
共
済
の
共
済
関
係
が
存
し
な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り
継
続
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
条
の
二
の
二
　
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
由
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
農
業
共
済
組
合
の
事
務
の
執
行
に
つ
き
相
当
期
間
に
わ
た
り
適
正
を
欠
く
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
農
業
共
済
組
合
の
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
が
共
済
事
業
を
行
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
務
を

適
正
に
執
行
す
る
見
込
み
が
十
分
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
農
業
共
済
組
合
の
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
が
共
済
事
業
を
行
う
と
す
れ
ば
、
共
済
事
業
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
の
額
が
減
少
し
、
そ
の
他
当
該
農
業
共

済
組
合
が
共
済
事
業
を
行
う
場
合
よ
り
も
共
済
事
業
の
運
営
を
効
率
的
に
行
う
見
込
み
が
十
分
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
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第
二
条
の
三
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
出
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
共
済
組
合
と
市
町
村
と
の
協
議
が
と
と
の
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
農
業
共
済
組
合
及
び
当
該
市
町
村
又
は
そ
の
ど
ち

ら
か
一
方
か
ら
の
申
請
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
申
請
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
協
議
を
と
と
の
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
あ
つ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
四
　
農
業
共
済
組
合
は
、
毎
事
業
年
度
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
金
を
賦
課
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
別
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
額
及
び
賦
課
方
法
に
つ
き
、
都
道
府
県
知

事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

共
済
事
業
を
行
な
う
市
町
村
は
、
毎
会
計
年
度
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
す
る
賦
課
金
の
額
及
び
賦
課
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
額
及
び
賦
課
方
法
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

農
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
金
を
賦
課
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
額
及
び
賦
課
方
法
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

組
合
等
は
、
毎
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
な
う
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
毎
会
計
年
度
）
、
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
す
る
賦
課
金
の
額
及
び
賦
課
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
額
及
び
賦
課
方
法

を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
二
条
の
五
　
組
合
等
（
特
定
組
合
を
除
く
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
法
第
百
一
条
の
準
備
金
（
以
下
「
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
」
と
い
う
。
）
を
共
済
金
の
支
払
に
充
て
て
も
な
お
不
足
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
共
済
規
程
等
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
共
済
規
程
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
共
済
金
額
の
削
減
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

特
定
組
合
は
、
果
樹
共
済
、
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
を
共
済
金
の
支
払
に
充
て
て
も
な
お
不
足
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
共
済
事
業
の
種
類
に
応
じ
、
削
減
さ
れ
る
共
済
金
の
額
が
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
共
済
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
九

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
共
済
金
額
の
削
減
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
果
樹
共
済
　
支
払
う
べ
き
共
済
金
の
総
額
か
ら
、
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二
イ
の
収
穫
通
常
責
任
共
済
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
樹
体
共
済
に
あ
つ
て
は
同
項
第
二
号
の
三
イ
の
樹
体
通

常
責
任
共
済
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
差
し
引
い
て
得
た
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
金
額

二
　
畑
作
物
共
済
　
支
払
う
べ
き
共
済
金
の
総
額
か
ら
、
総
共
済
金
額
に
畑
作
物
通
常
標
準
被
害
率
（
法
第
百
三
十
五
条
第
五
号
の
畑
作
物
通
常
標
準
被
害
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額

の
千
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
金
額

三
　
園
芸
施
設
共
済
　
事
業
年
度
ご
と
に
、
支
払
う
べ
き
共
済
金
の
総
額
か
ら
、
法
第
百
四
十
一
条
の
五
第
五
号
ロ
の
経
過
総
共
済
金
額
に
園
芸
施
設
通
常
標
準
被
害
率
（
法
第
百
三
十
五
条
第
六
号
ロ
の
園
芸
施
設
通
常
標
準
被
害

率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
の
千
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
金
額

農
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
果
樹
共
済
、
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
係
る
保
険
事
業
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
を
保
険
金
の
支
払
に
充
て
て
も
な
お
不
足
す
る
場
合

で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
事
業
の
種
類
に
応
じ
、
削
減
さ
れ
る
保
険
金
の
額
が
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
保
険
規
程
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
金
額
の
削
減
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
果
樹
共
済
に
係
る
保
険
事
業
　
支
払
う
べ
き
保
険
金
の
総
額
か
ら
、
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
た
る
組
合
等
ご
と
に
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二
ハ
に
掲
げ
る
金
額
と
政
府
の
支

払
う
べ
き
再
保
険
金
と
を
合
計
し
て
得
た
金
額
の
合
計
額
を
、
樹
体
共
済
に
あ
つ
て
は
当
該
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
た
る
組
合
等
ご
と
に
同
項
第
二
号
の
三
ハ
に
掲
げ
る
金
額
と
政
府
が
支
払
う
べ
き
再
保
険
金
と
を
合

計
し
て
得
た
金
額
の
合
計
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
差
し
引
い
て
得
た
金
額

二
　
畑
作
物
共
済
に
係
る
保
険
事
業
　
支
払
う
べ
き
保
険
金
の
総
額
か
ら
、
総
保
険
金
額
に
畑
作
物
通
常
標
準
被
害
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額

三
　
園
芸
施
設
共
済
に
係
る
保
険
事
業
　
事
業
年
度
ご
と
に
、
支
払
う
べ
き
保
険
金
の
総
額
か
ら
、
法
第
百
三
十
五
条
第
六
号
ロ
の
経
過
総
保
険
金
額
に
園
芸
施
設
通
常
標
準
被
害
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額

の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額

第
二
条
の
六
　
法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
の
特
別
会
計
に
は
、
次
に
掲
げ
る
勘
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
作
物
共
済
に
関
す
る
勘
定

二
　
家
畜
共
済
に
関
す
る
勘
定

三
　
果
樹
共
済
に
関
す
る
勘
定

四
　
畑
作
物
共
済
に
関
す
る
勘
定

五
　
園
芸
施
設
共
済
に
関
す
る
勘
定

六
　
業
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
勘
定

第
二
条
の
七
　
法
第
百
十
一
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
乳
牛
の
雌
等
（
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
乳
牛
の
雌
等
を
い
う
。
）
に
係
る
包
括
共
済
関
係
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
、
肉
用
牛
等
（
法
第
百
十
一
条
第

一
項
の
肉
用
牛
等
を
い
う
。
）
、
馬
又
は
種
豚
に
係
る
包
括
共
済
関
係
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
乳
牛
の
雌
で
法
第
八
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
牛
で
あ
る
も
の
の
当
該
共
済
掛
金
期
間
の
開
始
の
時
に
お
け
る
当
該
組
合
員
等
の
飼
養
頭
数
（
以
下
「
期
首
頭
数
」
と
い
う
。
）
が
六
頭
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
包
括
共
済
関
係
に
係
る
包
括
共
済
対
象
家
畜
（
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
包
括
共
済
対
象
家
畜
を
い
う
。
）
の
種
類
た
る
家
畜
に
つ
き
、
当
該
共
済
掛
金
期
間
の
開
始
前
五
年
間
に
わ
た
り
引
き
続
き
養
畜
の
業
務
を
営
ん
だ

経
験
を
有
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
八
　
法
第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
関
係
に
係
る
共
済
目
的
の
種
類
た
る
果
樹
の
栽
培
面
積
が
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
面
積
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
共
済
規
程
等
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

当
該
果
樹
に
つ
き
当
該
申
出
に
係
る
共
済
責
任
期
間
の
開
始
前
五
年
間
に
わ
た
り
引
き
続
き
栽
培
の
業
務
を
営
ん
だ
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
出
に
係
る
共
済
事
故
に
よ
る
損
害
の
防
止
を
行
う
た
め
必
要
な
施
設
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
防
止
を
果
樹
の
栽
培
の
業
務
を
営
む
者
と
共
同
し
て
適
正
に
行
う
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。
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第
二
条
の
九
　
法
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
農
作
物
は
、
ば
れ
い
し
よ
及
び
大
豆
と
す
る
。

第
二
条
の
十
　
法
第
百
二
十
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
糖
度
に
応
じ
収
穫
量
に
一
定
の
調
整
を
加
え
る
畑
作
物
共
済
に
係
る
政
令
で
定
め
る
農
作
物
は
、
さ
と
う
き
び
と
す
る
。

法
第
百
二
十
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
目
的
の
減
収
量
が
基
準
収
穫
量
の
合
計
の
百
分
の
十
を
超
え
た
場
合
に
共
済
金
を
支
払
う
政
令
で
定
め
る
農
作
物
は
、
ば
れ
い
し
よ
及
び
大
豆
と
す
る
。

第
二
条
の
十
一
　
法
第
百
二
十
条
の
二
十
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
百
二
十
条
の
二
十
の
二
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
所
有
し
又
は
管
理
す
る
特
定
園
芸
施
設
（
法
第
八
十
四
条
第
一
項
第
七
号
の
特
定
園
芸
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
面
積
（
屋
根
及
び
外
壁
の
主
要
部
分
が
ガ

ラ
ス
に
よ
り
造
ら
れ
て
い
る
特
定
園
芸
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
置
面
積
に
二
を
乗
じ
て
得
た
面
積
）
の
合
計
が
五
ア
ー
ル
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
共
済
規
程
等
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
出
に
係

る
共
済
責
任
期
間
の
開
始
前
三
年
間
に
わ
た
り
引
き
続
き
特
定
園
芸
施
設
を
用
い
て
施
設
園
芸
（
同
号
の
施
設
園
芸
を
い
う
。
）
の
業
務
を
営
ん
だ
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
出
に
係
る
共
済
事
故
に
よ
る
損
害
の
防
止
を
行
う
た
め
必
要
な
施
設
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
防
止
を
適
正
に
行
う
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

第
二
条
の
十
二
　
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
を
下
ら
ず
百
分
の
三
十
を
超
え
な
い
数
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二
ロ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
を
下
ら
ず
百
分
の
八
十
を
超
え
な
い
数
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
三
ロ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
を
下
ら
ず
百
分
の
八
十
を
超
え
な
い
数
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
十
三
　
損
害
評
価
会
の
委
員
の
任
期
は
、
三
年
以
内
に
お
い
て
共
済
規
程
等
又
は
保
険
規
程
で
定
め
る
。

任
期
満
了
に
よ
つ
て
退
任
し
た
委
員
は
、
後
任
の
委
員
が
就
任
す
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。

第
二
条
の
十
四
　
損
害
評
価
会
に
会
長
を
置
く
。

会
長
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
二
条
の
十
五
　
損
害
評
価
会
に
、
共
済
規
程
等
又
は
保
険
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

部
会
に
部
会
長
を
置
く
。
部
会
長
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
。

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

損
害
評
価
会
は
、
共
済
規
程
等
又
は
保
険
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
つ
て
損
害
評
価
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
部
会
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
条
の
十
六
　
損
害
評
価
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

部
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。

第
二
条
の
十
七
　
第
一
条
の
五
第
二
項
並
び
に
第
二
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項

第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則

第
三
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
四
条
　
水
稲
及
び
陸
稲
の
耕
作
面
積
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
耕
作
面
積
」
と
あ
る
の
は
、
「
耕
作
面
積
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一

項
の
市
街
化
区
域
内
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
同
法
第
四
条
第
二
項
の
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
同
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
用
途
地
域
内
に
水
稲
又
は
陸
稲
の
耕
作
を
行
う
耕
地
が
あ
る
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
耕
地
の
面
積
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
と
当
該
耕
地
以
外
の
耕
地
で
そ
の
者
が
水
稲
又
は
陸
稲
の
耕
作
を
行
う
も
の
の
面
積
と
を
合
計
し
て
得
た
面
積
）
」
と
す
る
。

第
五
条
　
法
第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
の
交
付
金
の
金
額
は
、
同
項
の
特
定
の
疾
病
に
よ
る
家
畜
の
損
害
に
つ
き
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
特
定
組
合
及
び
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
当
該
指
示
に
係
る
処
置
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
費
用
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

第
六
条
　
法
第
百
五
十
条
の
三
の
二
の
政
令
で
定
め
る
共
済
目
的
の
種
類
は
、
水
稲
及
び
麦
と
す
る
。

第
七
条
　
法
第
百
五
十
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
共
済
目
的
の
種
類
は
、
水
稲
と
す
る
。

第
八
条
　
法
第
百
五
十
条
の
五
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
共
済
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
肉
豚
の
期
首
頭
数
が
二
百
頭
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
肉
豚
に
つ
き
、
法
第
百
五
十
条
の
五
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
の
八
第
一
項
の
申
出
に
係
る
共
済
掛
金
期
間
の
開
始
前
五
年
間
に
わ
た
り
引
き
続
き
養
畜
の
業
務
を
営
ん
だ
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

第
九
条
　
法
第
百
五
十
条
の
五
の
十
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
共
済
目
的
の
種
類
は
、
り
ん
ご
、
ぶ
ど
う
、
な
し
、
も
も
、
お
う
と
う
、
か
き
、
く
り
、
う
め
、
す
も
も
及
び
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
と
す
る
。

第
十
条
　
法
第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
共
済
目
的
の
種
類
は
、
大
豆
及
び
茶
と
す
る
。

第
十
一
条
　
法
第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
農
作
物
は
、
大
豆
と
す
る
。

第
十
二
条
　
法
第
百
五
十
条
の
七
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
農
作
物
は
、
さ
と
う
き
び
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
二
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
三
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
農
業
共
済
組
合
又
は
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
農
業
災
害
補
償
法
第
八
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
賦
課
金
の
賦
課
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
一
月
九
日
政
令
第
三
六
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
九
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
附
録
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
一
三
日
政
令
第
三
四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
一
〇
日
政
令
第
一
八
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
四
日
政
令
第
三
六
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
及
び
農
業
共
済
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
五
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
法
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
同
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
月
二
二
日
政
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
及
び
農
業
共
済
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
果
樹
保
険
臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
二
十
号
）
は
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３
　
果
樹
保
険
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
失
効
の
際
現
に
存
す
る
果
樹
保
険
臨
時
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
に
基
づ
く
果
樹
保
険
の
保
険
契
約
に
係
る
保
険
事
業
及
び
再
保
険
事
業
に
関
し
て
は
、
同
令
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
一
一
日
政
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
二
九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
及
び
農
業
共
済
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
及
び
第
一
条
の

四
の
改
正
規
定
は
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
一
日
政
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
一
日
政
令
第
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
及
び
農
業
共
済
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
関
係
に
係
る
単
位
当
た
り
共
済
金
額
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
災
害
補
償
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
条
の
十
四

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
（
同
条
第
一
項
の
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
地
域
ご
と
に
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目

的
の
種
類
等
に
係
る
収
穫
物
の
単
位
当
た
り
価
格
に
相
当
す
る
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
限
度
と
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
契
約
に
よ
り
共
済
契
約
者
が
支
払
う
べ
き
純

共
済
掛
金
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
金
額
を
そ
の
者
が
支
払
う
べ
き
当
該
共
済
関
係
に
係
る
共
済
掛
金
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
新
法
第
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
が
超
え
な
い
よ
う
に
組
合

等
（
新
法
第
十
二
条
第
二
項
の
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
定
め
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
済
契
約
者
が
新
法
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
等
が
定
款
等
（
新
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
定
款
等
を
い

う
。
）
で
定
め
る
金
額
を
単
位
当
た
り
共
済
金
額
と
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
三
三
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
一
三
日
政
令
第
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
七
日
政
令
第
二
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
酪
農
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
一
八
日
政
令
第
一
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
第
三
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
一
月
一
日
政
令
第
二
九
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
六
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日
政
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
三
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
の
交
付
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
第
二
条
の
六
の
三
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
六
の
四
を
第

二
条
の
六
の
五
と
し
、
第
二
条
の
六
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
中
同
令
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
二
条
の
七
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
四
を
削
る
改
正
規

定
並
び
に
第
二
条
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
六
年
産
の
水
稲
、
陸
稲
及
び
麦
に
係
る
農
業
災
害
補
償
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
交
付
か
ら
適
用
し
、
平
成
五
年
以
前
の
年
産
の
水
稲
、
陸
稲
及
び
麦
に
係
る
当
該
負
担
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
令
第
一
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
六
年
二
月
一
日
以
後
に
共
済
責
任
期
間
の
開
始
す
る
果
樹
共
済
に
係
る
果
樹
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
交
付
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
共
済
責
任
期
間
の
開
始
す
る

果
樹
共
済
に
係
る
果
樹
に
係
る
当
該
負
担
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
令
第
一
条
の
五
の
規
定
は
、
平
成
六
年
産
の
水
稲
に
係
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
五
年
以
前
の
年
産
の
水
稲
に
係
る
当
該
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
令
第
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
六
年
産
の
水
稲
、
陸
稲
及
び
麦
か
ら
適
用
し
、
平
成
五
年
以
前
の
年
産
の
水
稲
、
陸
稲
及
び
麦
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
二
三
日
政
令
第
一
九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
第
一
条
の
七
の
二
、
第
二
条
の
六
の
五
及
び
第
三
条
の
五
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
産
の
さ
と
う
き
び
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
平
成
十
一
年
以
前
の
年
産
の
さ
と
う
き

び
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
政
令
第
一
四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
政
令
第
四
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
二
日
政
令
第
三
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
政
令
第
一
五
一
号
）

6



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
第
二
条
の
九
及
び
第
二
条
の
十
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
共
済
責
任
期
間
の
開
始
す
る
ば
れ
い
し
ょ
及
び
大
豆
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
共
済
責
任
期
間
の
開
始
す
る
ば
れ
い
し
ょ
及
び
大
豆
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
四
日
政
令
第
一
九
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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